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議案第８０号 

 

 

 

飛騨市指定金融機関の指定の変更について 

 

 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６８条第２項の規定により、

飛騨市の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため指定する金融機関を次のと

おり変更する。 

 

 

１ 指定金融機関の名称及び所在地 

変更前 株式会社十六銀行 岐阜市神田町八丁目２６番地 

変更後 高山信用金庫   高山市下一之町６３番地 

 

２ 指定の期間 

令和７年１０月１日から令和９年９月３０日 

 

 

      

令和７年６月１０日提出 

 

 

飛騨市長  都 竹  淳 也 

 

 


